
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

行政手続のオンライン化を推進するため、

証明書等を市から送付する際の送料に係る

規定を追加するものであり、妥当なものと

認めた。

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準の一部改正に伴い、所要の整備を行う

ものであり、妥当なものと認めた。

デジタル市役所構築の一環として、新庁舎

に窓口受付案内システムを導入し、待ち時

間の短縮等市民サービスの向上を図るもの

であり、妥当なものと認めた。

令和２年度の子育て世帯臨時特別給付金を

支給するためのシステム開発業務において

発生した給付金の過払い事故に関し、市が

被った損害の賠償請求に係る相手方との和

解について、市議会の議決を求めるもので

あり、妥当なものと認めた。

議 案
第 ８ ０ 号

宇部市家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準
を定める条例中一部改正の
件

原 案 可 決

議 案
第 ８ ４ 号

物品購入の件（窓口受付案
内システム一式）

原 案 可 決

議 案
第 ８ ５ 号

和解について 原 案 可 決

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文教民生委員長  山　下　節　子   

記

議 案
第 ７ ９ 号

宇部市手数料徴収条例中一
部改正の件

原 案 可 決

 文 教 民 生 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年(2021年)９月２７日  


